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撤回や契約の無条件解除（クーリング・オフ）ができます。

※ただし、使用すると商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品（健康食品、化粧品等）

を使用してしまった場

満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。

ご存じですか？
江別市では平成２４年から

今回、

現在は、

設していく予定です。
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※ただし、使用すると商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品（健康食品、化粧品等）

を使用してしまった場

満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。
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、新年度を迎えるにあたりステッカーを増刷い
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江別市消費者被害防止
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撤回や契約の無条件解除（クーリング・オフ）ができます。

※ただし、使用すると商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品（健康食品、化粧品等）

を使用してしまった場合や、現金取引の場合であって、代金または対価の総額が

満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。
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撤回や契約の無条件解除（クーリング・オフ）ができます。

※ただし、使用すると商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品（健康食品、化粧品等）

合や、現金取引の場合であって、代金または対価の総額が

満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。

訪問販売お断りステッカー
江別市では平成２４年から「訪問販売お断りステッカ－」を作成、

新年度を迎えるにあたりステッカーを増刷い

市消費生活センター事務局で

                               

江別市消費者被害防止
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江別市経済部商工労働課

381-1072 

【訪問販売お断りステッカー】

                     北海道では、北海道消費生活条例（第１６条第１項

第４号）に基づき、

をした後に勧誘を行うことを「不当な取引方法」とし

て禁止しています。訪問販売お断りステッカーを玄関

先等に掲示する

と考えられます。

ください。

                    【訪問販売

                     販売業者または役務提供事業者が、営業所等以外の

場所（例えば、消費者の自宅）で契約して行う商品、

権利の販売または役務（サービス）の提供等のこと。

                    【クーリング・オフ

                     万が一、契約をしてしまった場合でも、法律で決め

られた書面を受け取った日から数えて８日間以内であ

れば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの

撤回や契約の無条件解除（クーリング・オフ）ができます。

※ただし、使用すると商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品（健康食品、化粧品等）

合や、現金取引の場合であって、代金または対価の総額が

満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。

販売お断りステッカー
「訪問販売お断りステッカ－」を作成、

新年度を迎えるにあたりステッカーを増刷い

事務局で配布しておりますが、
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と考えられます。まだお持ちでない方はぜひ、ご活用

ください。 

【訪問販売とは…】

販売業者または役務提供事業者が、営業所等以外の

場所（例えば、消費者の自宅）で契約して行う商品、

権利の販売または役務（サービス）の提供等のこと。

【クーリング・オフ

万が一、契約をしてしまった場合でも、法律で決め

られた書面を受け取った日から数えて８日間以内であ

れば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの

撤回や契約の無条件解除（クーリング・オフ）ができます。

※ただし、使用すると商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品（健康食品、化粧品等）

合や、現金取引の場合であって、代金または対価の総額が
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ことは、被害の未然防止に有効な方法
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※ただし、使用すると商品価値がほとんどなくなる、いわゆる消耗品（健康食品、化粧品等）

合や、現金取引の場合であって、代金または対価の総額が
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北海道では、北海道消費生活条例（第１６条第１項
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満の場合には、クーリング・オフの規定が適用されませんので注意してください。 
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